
第３回熊本県地域医療構想検討専門委員会

資 料

［関係箇所抜粋］

資料７

平成２８年１０月

熊本県健康福祉部健康局医療政策課

構想区域（案）について

次の案により、次回の各地域専門部会で審議し、決定する。

① 熊本地域及び上益城地域以外の９地域については、
現行の二次医療圏を構想区域として設定する。

② 熊本地域及び上益城地域については、熊本市医師会
と上益城郡医師会で調整し、両者で合意した内容により
構想区域として設定する。
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データは開示され

ていない。

入院からの移行分

175点未満
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状
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①障害者・
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慢性期機能 及び 在宅医療等※※
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１ 地域医療構想策定ガイドラインに示されているイメージ

地域医療構想における慢性期機能と在宅医療等の推計について

２ 必要病床数等推計ツールで算出される推計値の振り分け

※※ 在宅医療等とは、 居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営む
ことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。
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現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

全て全て全て全ての構想区域がの構想区域がの構想区域がの構想区域が

全国最小値（県単位）まで入院全国最小値（県単位）まで入院全国最小値（県単位）まで入院全国最小値（県単位）まで入院

受療率を低下する。受療率を低下する。受療率を低下する。受療率を低下する。

構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県

単位）との差を一定割合解消させることとする単位）との差を一定割合解消させることとする単位）との差を一定割合解消させることとする単位）との差を一定割合解消させることとする

が、その割合については全国最大値（県単位）が、その割合については全国最大値（県単位）が、その割合については全国最大値（県単位）が、その割合については全国最大値（県単位）

が全国中央値（県単位）にまで低下する割合が全国中央値（県単位）にまで低下する割合が全国中央値（県単位）にまで低下する割合が全国中央値（県単位）にまで低下する割合

を一律に用いる。を一律に用いる。を一律に用いる。を一律に用いる。

中央値（県）

パターンA

パターンＢ

現在

２０２５年

最小
（構想区域）

最大
（構想区域）

入院受療率

最小（県）

最小
（県）

最大
（県）

○都道府県は、原則として構想区域ごとに次のＡからＢの範囲内で入院受療率の2025年時点の目標を定める。

【慢性期機能の入院受療率における地域差の解消】

特 例

２０２５年 ２０３０年現在 3



最大値（Max） 391 高知県

中央値（Mid） 144 滋賀県

最小値（Min） 81 山形県

県単位の慢性期総入院受療率

【本県のデータ】
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慢性期機能の必要病床数（及び医療需要）の推計にあたり、特例の
適用が可能な次の９地域については、同特例を適用することとする。

慢性期機能の必要病床数（及び医療需要）推計に係る今後の取扱い

【特例適用地域】

宇城、有明、鹿本、阿蘇、上益城、八代、芦北、球磨、天草

【理由】

本県の慢性期に係る入院受療率は全国で高い方から５番目であり、病床数
の減少幅が大きい要因となっている。

在宅医療等の対応を着実に進めていくためにも、期間の確保が必要なこと
から、特例が適用できる地域については積極的に活用することが適当。

以降、慢性期機能に係る必要病床数（及び医療需要）の推計値を以下により示すこととする。
○パターンＢ ： 熊本、菊池
○特 例 ： 宇城、有明、鹿本、阿蘇、上益城、八代、芦北、球磨、天草
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【2025年推計値】
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訪問診療分

在宅医療等の地域包括ケアシステムによる対応の方向性について

◎ 厚生労働省令の算定式に基づく推計では、2025年に在宅医療等での対応が求められる患者数のうち、
地域医療構想の推進により新たに対応が必要となる患者数は「入院からの移行分」に相当するもの。

◎ その対応の方向性は、大きく分けて以下の２点と考えられる。

ⅠⅠⅠⅠ 新たな受け皿づくり新たな受け皿づくり新たな受け皿づくり新たな受け皿づくり
在宅医療等にかかる受け皿や「新たな類型※」での対応を想定することが必要。
（※厚生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」で示された「医療内包型」及び「医療外付型」：６ページで紹介。）

ⅡⅡⅡⅡ 医療と介護の連携の推進や在宅サービスの充実医療と介護の連携の推進や在宅サービスの充実医療と介護の連携の推進や在宅サービスの充実医療と介護の連携の推進や在宅サービスの充実
在宅を支える訪問診療や訪問看護、訪問介護、生活支援サービスなど在宅サービスの充実が必要。
併せて、医療と介護の連携の充実など入院と在宅医療等の切れ目のないサービスを円滑に提供でき
る体制づくりが重要。
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（１ページ下段の図を再掲）

※１：必要病床数等推計ツールで示される推計値は、【入院】に係る「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」、並びに【在宅医療等】とその内訳としての「訪問診療分」。
なお、2025年以降の「慢性期」について、熊本地域及び菊池地域は「パターンＢ」、宇城地域、有明地域、鹿本地域、阿蘇地域、上益城地域、八代地域、芦北地域、
球磨地域及び天草地域は「特例」を適用。

※２：「入院からの移行分」は必要病床数等推計ツールで数値が示されないため、【在宅医療等】－（「訪問診療分」＋「介護老人保健施設分※３」）で算出。
（＝１ページの「（イ）医療区分１の70％」＋「（ウ）地域差の解消（2013年推計値を除く）」＋「③一般病床でC3基準未満の患者数」の合計値）

※３：「介護老人保健施設分」についても必要病床数等推計ツールで数値が示されないため、便宜的に以下のデータを準用。
ⅰ）2013（平成25）年 ・・・「熊本県高齢者関係資料集（平成26年3月）」における2014（平成26）年2月1日時点の介護老人保健施設の定員数。
ⅱ）2025（平成37）年 ・・・「第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（2015（平成27）～2017（平成29）年度）」の見込み量（定員数）。
ⅲ）2030（平成42）年以降・・・ⅱ）の見込み量を適用（＊「第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（ 2015（平成27）～2017（平成29）年度）」で見込み量

は推計されていない）。

訪問診療分

【入 院】 【在宅医療等】

介護老人保健施設分※３慢性期高度急性期 急性期 回復期

2013年
推計値

2025年
推計値

2030年
推計値

2035年
推計値

2040年
推計値

入 院 889
在宅医療等 870

計 1,759

入 院 715
在宅医療等 1,052

計 1,767

入 院 719
在宅医療等 1,086

計 1,805

入 院 711
在宅医療等 1,102

計 1,813

入 院 672
在宅医療等 1,054

計 1,726

（単位：人/日）

2013年、2025年～2040年の医療需要の推計値【球磨地域】
≪厚生労働省提供「必要病床数等推計ツール」による推計値（医療機関所在地ベース）※１≫

［参考］

2013年
許可病床数

療養病床一般病床

入院からの移行分※２

一般病床 917
療養病床 614

計 1,531

（単位：床）

(262)

(276)

(276)

(269)

(429)

(194)

(206)

(210)

(210)

(215)

(172)

(182)

(185)

(186)

(192)

(44)

(47)

(48)

(50)

(53)

421 

461 

448 

421 

270 

182 

190 

187 

180 

178 

451 

451 

451 

451 

422 

(614)(917)
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①在宅医療等（居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営

むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供さ

れる医療）や「新たな類型」での対応を想定。

２０１４年度２０１４年度２０１４年度２０１４年度

（Ｈ２６年度）（Ｈ２６年度）（Ｈ２６年度）（Ｈ２６年度）

２０２０年度２０２０年度２０２０年度２０２０年度

（Ｈ３２年度）（Ｈ３２年度）（Ｈ３２年度）（Ｈ３２年度）

高齢者向け住まいの供給数 465人 約1,150人

② また、訪問診療や訪問看護や訪問介護、生

活支援サービスなど在宅サービスの増加も

見込む必要がある。

【参考①：第６期介護保険事業計画（2015～2017年度）で見込むサービス計画量】※「入院からの移行分」は反映されていない。

【参考②：第２期熊本県高齢者居住安定確保計画（2015～2020年度）の供給の目標】

（単位：人）

サービス名

（施設サービス）
H26年度 H29年度 H32年度 H37年度

567 567 567 567

(100) (100) (100) (100)

451 451 451 451

(100) (100) (100) (100)

165 165 165 165

(100) (100) (100) (100)

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

サービス名

（地域密着型サービス）
単　位 H26年度 H29年度 H32年度 H37年度

0 96 120 120

(-) (-) (-) (-)

163 290 336 330

(100) (178) (206) (202)

198 218 226 225

(100) (110) (114) (114)

196 196 196 196

(100) (100) (100) (100)

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

(地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ)

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

人／月

人／月

定員

人／年

（単位：回／年）

サービス名

（居宅サービス）
H26年度 H29年度 H32年度 H37年度

187,932 214,704 207,408 222,048

(100) (114) (110) (118)

22,020 29,748 38,148 46,164

(100) (135) (173) (210)

176,016 187,032 211,680 222,156

(100) (106) (120) (126)

93,996 111,276 126,228 135,960

(100) (118) (134) (145)

訪問介護

訪問看護

通所介護

通所リハビリテーション

◎ 2025年の推計により新たに対応が必要となる「在宅医療等」の患者数（421人分）については、ガイドラインの「在宅医療等」で示されているいずれ
かのサービスか「新たな類型」による新たな受け皿づくりが求められることとなるため、第7期以降の介護保険事業計画等に反映される必要がある。

【【【【2013201320132013年・年・年・年・2025202520252025年の医療需要の推計値年の医療需要の推計値年の医療需要の推計値年の医療需要の推計値】】】】

医療需要推計と介護保険事業計画における主要サービスの見込み量【球磨地域】

地域医療構想期間中（第7期

以降）の介護保険事業計画等
に反映する必要あり

※高齢者向け住まいは、高齢者

居宅生活支援体制（保健医療

サービスや福祉サービスを

提供する体制）が確保された

賃貸住宅等。

２０１４年度

（Ｈ２６年度）

２０１７年度

（Ｈ２９年度）

２０２０年度

（Ｈ３２年度）

２０２５年度

（Ｈ３７年度）

２０１４年度

（Ｈ２６年度）

２０１７年度

（Ｈ２９年度）

２０２０年度

（Ｈ３２年度）

２０２５年度

（Ｈ３７年度）

２０１４年度

（Ｈ２６年度）

２０１７年度

（Ｈ２９年度）

２０２０年度

（Ｈ３２年度）

２０２５年度

（Ｈ３７年度）

2013年
推計値

2025年
推計値

構想により新たな対応が必要 既存サービス量からの見込みであり、
構想に関わらず対応が必要
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患者流出入数調整の必要性

① 都道府県は、構想区域ごとの医療需要を基に必要病床数を推計するが、都道府県間を含む構想区域
間の医療提供体制の役割分担を踏まえ、医療需要に対する供給数（構想区域内の医療機関が入院医療
を行う患者数）の増減を見込む必要がある。

■地域医療構想策定ガイドラインにおける考え方（Ｐ２１～Ｐ２３）

② その際、構想区域の将来の医療提供体制を踏まえた上で、増減を見込む構想区域双方の供給数の合
計ができる限り一致することを原則に、供給数の増減を調整する必要がある。このため～（中略）～、まず
都道府県間の供給数の増減を調整した後で、自都道府県内の構想区域間の供給数の増減を調整するこ
とが適当である。

≪例≫

　平成37年（2025年） 　（Ａ構想区域の急性期の例）

高度急性期高度急性期高度急性期高度急性期

急性期急性期急性期急性期 2,176 ▲ 100 2,076 ▲ 80 2,096 ７８％ 2,687

回復期回復期回復期回復期

慢性期慢性期慢性期慢性期

2025年2025年2025年2025年におけるにおけるにおけるにおける医療供給医療供給医療供給医療供給（（（（医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制））））

現在現在現在現在のののの医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制がががが変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと

仮定仮定仮定仮定したしたしたした場合場合場合場合のののの他他他他のののの構想区域構想区域構想区域構想区域にににに所在所在所在所在

するするするする医療機関医療機関医療機関医療機関によりによりによりにより供給供給供給供給されるされるされるされる量量量量をををを

増減増減増減増減したものしたものしたものしたもの※※※※

将来将来将来将来のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制をををを踏踏踏踏まままま

ええええ他他他他のののの構想区域構想区域構想区域構想区域にににに所在所在所在所在するするするする医療機医療機医療機医療機

関関関関によりによりによりにより供給供給供給供給されるされるされるされる量量量量をををを増減増減増減増減したものしたものしたものしたもの

（（（（①①①①））））

（（（（①①①①をををを基基基基にににに病床利病床利病床利病床利

用率等用率等用率等用率等によりによりによりにより算出算出算出算出ささささ

れるれるれるれる病床数病床数病床数病床数））））

2025年2025年2025年2025年におけるにおけるにおけるにおける

（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ構想区域構想区域構想区域構想区域にににに居住居住居住居住するするするする

患者患者患者患者のののの医療需要医療需要医療需要医療需要））））

①Ａ構想区域の患者が他の医療①Ａ構想区域の患者が他の医療①Ａ構想区域の患者が他の医療①Ａ構想区域の患者が他の医療

機関で受療している数機関で受療している数機関で受療している数機関で受療している数

（＝流出）（＝流出）（＝流出）（＝流出）

②他の構想区域の患者がＡ構想②他の構想区域の患者がＡ構想②他の構想区域の患者がＡ構想②他の構想区域の患者がＡ構想

区域の医療機関で受療している数区域の医療機関で受療している数区域の医療機関で受療している数区域の医療機関で受療している数

（＝流入）（＝流入）（＝流入）（＝流入）

①（流出）＞②（流入）＝マイナス①（流出）＞②（流入）＝マイナス①（流出）＞②（流入）＝マイナス①（流出）＞②（流入）＝マイナス

①（流出）＜②（流入）＝プラス①（流出）＜②（流入）＝プラス①（流出）＜②（流入）＝プラス①（流出）＜②（流入）＝プラス

⇒⇒⇒⇒ここでは①ここでは①ここでは①ここでは①>>>>②②②②の場合で▲の場合で▲の場合で▲の場合で▲100100100100とととと

例示例示例示例示

2025202520252025年の性年齢階級別年の性年齢階級別年の性年齢階級別年の性年齢階級別

人口に人口に人口に人口に2013201320132013年の入院受年の入院受年の入院受年の入院受

療率を乗じたものの総和療率を乗じたものの総和療率を乗じたものの総和療率を乗じたものの総和

⇒⇒⇒⇒算出イメージは次ペー算出イメージは次ペー算出イメージは次ペー算出イメージは次ペー

ジのとおりジのとおりジのとおりジのとおり

・現在の流入・流出の状況を是認現在の流入・流出の状況を是認現在の流入・流出の状況を是認現在の流入・流出の状況を是認

するのか、見直すのかを検討。するのか、見直すのかを検討。するのか、見直すのかを検討。するのか、見直すのかを検討。

⇒⇒⇒⇒ここでは、Ａ構想区域におけるここでは、Ａ構想区域におけるここでは、Ａ構想区域におけるここでは、Ａ構想区域における

流出を流出を流出を流出を20抑制する（供給を抑制する（供給を抑制する（供給を抑制する（供給を20増増増増

やす）場合を例示。やす）場合を例示。やす）場合を例示。やす）場合を例示。

その場合、他の構想区域の供給その場合、他の構想区域の供給その場合、他の構想区域の供給その場合、他の構想区域の供給

をををを20減する必要。減する必要。減する必要。減する必要。

急性期の急性期の急性期の急性期の

病床稼働率病床稼働率病床稼働率病床稼働率

病床の必要量

（必要病床数）
医療需要

2,176－－－－802,176－－－－100

現状 あるべき姿

必要病床数必要病床数必要病床数必要病床数

2,096÷÷÷÷78％％％％

※第１回熊本県地域医療構想検討専門委員会・各地域医療構想検討専門部会における資料２・２０ページで提示したもの
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④ 当該都道府県の合意により、上記によらず調整を行うことも差し支えない。

厚生労働省が提示した県間調整方法（主なポイント）

≪平成27年9月18日付け地域医療計画課長通知に基づくもの（H27.10.1情報提供メールで報告済み）≫

① 必要病床数の推計においては、患者住所地の医療需要（⇒患者住所地ベース）を基本と
して定める。
ただし 、４機能別かつ二次医療圏別の2025年の流出入表（※次ページ掲載）において、
流出又は流入している医療需要が10人未満の場合は対象外。

② 現状（医療機関所在地）の他都道府県の患者数を前提とした医療提供体制を維持（又は、
一部維持）したいと考える都道府県（⇒流入都道府県）が、流入の相手都道府県（⇒流出都
道府県）に対して協議を持ちかける。
一方、必要に応じて流出都道府県から流入都道府県に協議を持ちかけても良い。

③ 平成２７年１２月を期限に協議を行うこととし、期限までに調整できない場合には、調整の
対象となっていた医療需要は、医療機関所在地の医療需要（医療機関所在地ベース）とし

て算出する。

10

地域

急性期 宮崎県 延岡西臼杵 0 14 14

東京都 区西部 0 12 12

福岡県 有明 0 11 11

宮崎県 延岡西臼杵 0 14 14

宇城 慢性期（特例） 宮崎県 延岡西臼杵 0 16 16 16

高度急性期 17 0 ▲ 17

急性期 74 0 ▲ 74

回復期 89 11 ▲ 78

慢性期（特例） 96 43 ▲ 53

阿蘇 慢性期（特例） 宮崎県 延岡西臼杵 0 14 14 14

急性期 0 20 20

回復期 0 22 22

地域 医療機能 他県
流出者数
①

流入者数
②

②-① 地域計

熊本 51
回復期

有明 福岡県 有明 ▲ 222

芦北 鹿児島県 出水 42

他県の地域との2025年医療需要流出入者数推計

・他県から本県への流入超過・・・熊本、宇城、阿蘇、芦北
・本県から他県への流出超過・・・有明

（単位：人/日）

正：流入超過

▲：流出超過
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県内の地域間における2025年医療需要流出入者数推計

・他地域から自地域への流入超過・・・熊本、芦北
・自地域から他地域への流出超過・・・宇城、有明、鹿本、菊池、阿蘇、上益城、八代、球磨、天草

流入者数-流出者数 対象地域数 流入者数-流出者数 対象地域数 流入者数-流出者数 対象地域数 流入者数-流出者数 対象地域数

熊本 387 9 818 10 887 10 340 10 2,432

宇城 ▲ 69 1 ▲ 117 2 34 4 ▲ 15 4 ▲ 167

有明 ▲ 38 1 ▲ 94 2 ▲ 33 2 ▲ 159 3 ▲ 324

鹿本 ▲ 21 1 ▲ 29 2 5 2 ▲ 32 2 ▲ 77

菊池 ▲ 100 1 ▲ 119 3 134 3 50 6 ▲ 35

阿蘇 ▲ 33 1 ▲ 122 2 ▲ 79 2 ▲ 54 2 ▲ 288

上益城 ▲ 67 1 ▲ 169 2 23 3 ▲ 71 3 ▲ 284

八代 ▲ 17 1 ▲ 13 2 ▲ 2 3 ▲ 122 4 ▲ 154

芦北 0 0 ▲ 40 2 ▲ 35 2 89 5 14

球磨 ▲ 13 1 ▲ 26 1 ▲ 14 1 ▲ 26 2 ▲ 79

天草 ▲ 29 1 ▲ 89 2 ▲ 55 2 ▲ 5 1 ▲ 178

地域計地域
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

※「流入者数－流出者数」が正の場合は流入超過、▲の場合は流出超過を表す。

（単位：人/日）
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１．患者流出入数の調整は、県間、県内ともに、すべての医療機能について「医療機関所在地の医療需要
（医療機関所在地ベース）」により行うこととしたい。

２．県間の調整については、九州内の対象県と次により進めることで県専門委員会及び関係地域専門部会の

了承を得たい。

【理由】

① 患者のフリーアクセスを最重要視する観点から、現在の受療行動を是認する「医療機関所在地ベース」での設定
が妥当と考えられる。
⇒ 医療資源に限りがある中で、今後の人口構造や疾病構造の変化等に対応した体制づくりを進めていくために
は、新たな投資や追加的な経費をできるだけ抑制することが重要。このような点を踏まえれば、フリーアクセスを
前提に構築されてきた現在の医療提供体制を基礎に、機能分化・連携の強化を図ることが大事ではないか。
また、これまでの地域専門部会における構想区域の設定に係る議論の中でも、現状をベースとして検討すべき
との意見が多く示されており、こうした意見とも整合的であると考えられる。

② 「患者住所地ベース」は患者の受療行動の変更を仮定するものとなるが、患者の受療行動を行政的な整理で変
更させることはできない、また、仮定を前提とすることは不確実な要素が増すため、現実的ではないと考えられる。

患者流出入数の調整方針（案）について

【東京都との調整（※区西部から熊本地域への流入：回復期12人/日）⇒完了済み：本県の医療需要として確保】
東京都に対しては、厚生労働省ルールで調整対象外となる10人未満と近似かつ遠隔地からの流入である
ことを踏まえ、本県から「医療機関所在地ベース」で協議を申し入れ、都から「同意する」との回答あり。

（※九州内の対象県には、本県から調整期限を「平成28年3月末を目途」に延長するよう依頼し、各県から承諾を得ている。）

【①本県への流入超過分】

本県から宮崎県及び鹿児島県に対し、「医療機関
所在地ベース」での協議を申し入れる。

【②本県からの流出超過分】

福岡県から本県に対して「医療機関所在地ベース」
での協議が申し入れられた場合は、受諾する。
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３．県内の調整に関し、阿蘇地域については、「救急医療の再生」をテーマに取り組んだ「熊本県地域医療再
生計画・阿蘇編（平成21～25年度）」に基づく「阿蘇医療センターの診療開始（H26.8.6）」という、推計の基礎
となる2013（平成25）年以降での明らかな状況変化がある。
そのため、現時点で把握可能な阿蘇広域行政事務組合消防本部の『救急統計』における救急搬送人員数
のデータを用いて、同センターの診療開始後約１年半に係る効果の確認を行った。

（１）から阿蘇医療センターへの搬送人員数が約13％増、（２）から管内の搬送人員数全体に変化がない中
で管内搬送分が約５％増となったことを確認した。ただし、活用可能なデータがまだ限られており、その他の
データを含めた継続的な確認と検証が必要と考えられるため、今回の調整には適用しない。

患者流出入数の調整方針（案）について

53 56 58
69

57
44 47

85

55
66 71 7673

49
41

66 71 66 71 71 67
82

57
70

0

50

100

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H26

H27

1～7月の救急搬送人員数の前年比
⇒113.8％（＝437人［H27］／384人［H26］

8～12月までの救急搬送人員数の前年比
⇒ 98.3％（＝347人［H27］／353人［H26］）

（１）阿蘇医療センター（旧・阿蘇中央病院）への救急搬送人員数の変化

診
療
開
始

（２）阿蘇広域行政事務組合消防本部管内の救急搬送人員数の変化

年 搬送人員数

H24 709

H25 678

H26 737

H27 784

H27

H24・H25平均
＝

693.5

784

＝113.0％

［①年別での比較］ ［②月別での比較］

1,614 1,642 1,733 1,707 

948 984 921 898 

0

1,000

2,000

3,000

H24 H25 H26 H27

管外

管内

H24・H25平均

①

H27

②
②/①

管内搬送 1,628 1,707 104.9%
管外搬送 966 898 93.0%

計 2,594 2,605 100.4%

2,562 2,626 2,654 2,605

※同『救急統計』では、搬送先が次のとおり整理されている。
・管内：阿蘇中央病院、小国公立病院、阿蘇立野病院、阿蘇温泉病院、その他の病院
・管外：熊本赤十字病院、済生会熊本病院、熊本セントラル病院、その他の病院
なお、「その他」として防災消防ヘリ、ドクターヘリ、ドクターカーの実績もあるが、搬送先
が不明のため、本算定には含めていない。
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